
 

 

大阪市経済戦略局監理対象団体監理委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱（令和２年１

月 23日制定。以下「条例施行要綱」という。）に基づき、大阪市経済戦略局が所管す

る監理対象団体に対する本市の関与の適正性及び透明性の確保並びに監理対象団体

の監理に関する業務（以下「監理等業務」という。）を着実に遂行するため、大阪市

経済戦略局に大阪市経済戦略局監理対象団体監理委員会（以下「監理委員会」という。）

を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 監理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）条例施行要綱、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指

針を定める規程（令和２年２月10日制定）及び大阪市外郭団体の事業経営の評価等

に関する指針を定める規程（令和２年２月10日制定）に基づく審議又は審査に関す

ること 

（２）その他監理等業務に必要な事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。 

２ 委員長は、経済戦略局長をもって充てる。 

３ 副委員長、委員及び参与は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 事務局長は、企画総務部管財・監理担当課長をもって充てる。 

５ 委員長が必要と認めるときは、第１項に規定する者以外の者から意見を徴取するこ

とができる。 

 

（委員長の職務） 

第４条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。 

 

（副委員長、委員、参与及び事務局長の職務） 

第５条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

２ 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長を

補佐する。 

３ 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。 

 



（実施の細目） 

第６条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。 

  

  附 則  

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 大阪市経済戦略局外郭団体監理委員会設置要綱（平成 25 年８月１日制定）は、

廃止する。 

３ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

４ この要綱は、令和６年１月１日から施行する。 

５ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

６ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表（第３条関係） 

 

副委員長  経済戦略局理事（経済成長に関する施策に係る調査、企画  

及び連絡調整関係） 

      経済戦略局理事（観光施策、文化施策及びスポーツ施策に  

係る調査、企画及び連絡調整関係） 

 

委員    経済戦略局企画総務部長 

      経済戦略局企画調整担当部長 

      経済戦略局観光部長 

経済戦略局文化部長 

経済戦略局立地推進部長 

経済戦略局産業振興部長 

経済戦略局企業支援担当部長 

 

参与    経済戦略局企画総務部総務課長 

      経済戦略局企画総務部企画課長       

      経済戦略局観光部観光課長 

経済戦略局文化部博物館支援担当課長 

経済戦略局立地推進部国際経済拠点担当課長 

経済戦略局産業振興部産業振興課長 

経済戦略局産業振興部企業支援課長 

 

 

 


